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第 2 クリーンセンター 植栽管理業務委託 仕様書 
 

 

１．委 託 名  第 2 クリーンセンター 植栽管理業務委託 

 

２．目 的   施設景観形成を整備し、施設景観の維持を図るもの。 

３．委 託 期 間  平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 

４．委 託 場 所  上越市大字東中島地内 第 2 クリーンセンター 

５．対 象 設 備  樹木          一式 

６．委 託 内 容  詳細は別紙及び添付図面 

項  目 対  象 内  容 回 数 

樹木管理 

樹木８７本

果樹 ６本

 

計 ９３本

１）施肥 １回／年 

２）病害虫防除 ３回／年 

３）補修 １回／年 

４）剪定 １回／年 

５）冬囲 １回／年 

６）冬囲撤去 １回／年 

７）巡回点検 ３回／年 

８）作業報告書 ２回／年 

 

７．マニフェスト  （1）受託者は産業廃棄物が排出された場合、マニフェストにより、適正に 

処理されていることを確認すること。 

（2）委託者に集計表及び原本を提示し、確認を受けること。 

 

８．提 出 物  （1）年間作業計画書                1 部 

（2）4 月から 9 月までの作業報告書       1 部 

（3）10 月から 3 月までの作業報告書    1 部 

（4）その他必要なもの          一式 

※記載された個人情報は、本業務に関する以外は使用しません。 
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９．支 払 条 件  （1）委託料の支払いは 2 回払いとし、各回の業務の履行（作業報告書等） 

を確認したのち、請求を受けてから 30 日以内に支払うものとする。 

（2）端数が生じた場合は、1 円未満を切捨てた額を１回の支払い金額とし 

、端数分は最終支払い時に合わせて支払うものとする。 

 

10. 環境に配慮する共通事項 

（1） 業務の遂行にあたり車両を運行する場合は、アイドリングストップ

や経済速度走行の励行等、できる限り地球温暖化及び大気汚染の防

止に努めること。 

（2） その他環境に配慮した業務の遂行に努めること。 

 

11．保 証    業務終了後１年以内に業務の不備により不具合が発生した場合は、受

託者の責任において速やかに処置すること。 

12. そ の 他  （1）業務にあたっては、上越市財務規則(昭和４６年規則第３５号)を遵守 

                         するものとし、疑義が生じたときは協議するものとする。 

（2）業務にあたっては、関連各法令に準拠するとともに必要な資格を有す 

   るものが作業すること。 

（3）業務にあたっては、作業時における事故及び怪我等に対する必要な安 

全対策を講ずることとし、事故が発生した場合は速やかに適切な応急 

   措置を行い委託者に報告すること。 

（4）業務に伴う詳細事項は、事前に打合せを行うこと。 

（5）業務内容に変更があった場合は、受託者は委託者へ連絡をし、受託者 

の了承を得るものとする。 

（6）この仕様書に定めのない事項については、その都度双方協議の上決定 

し処理するものとする。 
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第２クリーンセンター 植栽管理業務委託 委託内容 

 

（１）樹木管理（図面参照） 

月 

項目 
回数 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 1 2 3

１）施肥 １回/年   ○          

２）病害虫防除 ３回/年   ○  ○ ○       

３）補修 １回/年    ○         

４）剪定 １回/年    ○         

５）冬囲い １回/年        ○     

６）冬囲い撤去 １回/年            ○

７）巡回点検 ３回/年 ○ ○     ○      

８）作業報告書提出 １回/年      ○      ○

樹 

木 

 

サツキ         ７本       ラカン     １本    ケヤキ    １０本 

ツバキ          ２本       山ボウシ       ５本      ハナスオウ   １本 

コデマリ        ８本       カツラ         ４本      ハギ      １本 

ヒイラギ        ２本       ミズナラ    ８本   ナンテン    １本 

レンギョウ      １本       黒松      ２本   シンパク    １本 

山紅葉          ２本       松       １本   ツツジ     ６本 

シイノキ      １０本       ドウダンツツジ １本 

コナラ          ５本       ムクゲ     ２本 

 

樹木計       ８７本 

別紙 
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果 

樹 

梨              ４本 

柿              １本 

サクランボ   １本 

 

果樹計          ６本 

計 樹木及び果樹の合計    ９３本 

 



第２クリーンセンター
植栽管理業務委託 樹木配置図

植栽管理箇所（ 計 93 本 ）

ケヤキ ６本
山モミジ １本
黒松 ２本
サツキ ７本
シンパク １本

シイノキ ５本
ムクゲ ２本
ツツジ ５本
コデマリ ７本

松 １本
ツツジ １本
ドウダンツツジ １本
ナンテン １本
ハナスオウ １本
ハギ １本

サクランボ １本
梨 ４本
柿 １本

ツバキ ２本
ラカン １本
山モミジ ２本
ケヤキ ４本
コデマリ １本
ヒイラギ ２本
レンギョウ １本

コナラ ５本
シイノキ １０本
山ボウシ ５本
カツラ ４本
ミズナラ ８本
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